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洞爺湖町育英資金の基金条例新旧対照表  

改   正   案 現       行 

洞爺湖町育英資金等教育振興基金条例 

 

（設置目的） 

第１条 本町の教育振興を図るため、洞爺湖町育英資金等教育振興基金（以

下「教育振興基金」という。）を設置し、勤勉な学生、生徒にして経済的

理由により就学困難なる者及びその保護者に対して育英資金の貸付け及

び給付を行う。また、学校教育の充実を図り、有能なる人材の育成を図る

ことを目的とする。 

 

（積立て） 

第２条 教育振興基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 

２ 教育振興基金の目的に沿った寄附があったときは、この基金に積み立て

ることができる。 

 

 （積立金の処分） 

第２条の２ 積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、処分することができ

る。 

 ⑴ 育英資金の貸付け及び給付に関すること。 

⑵ 学校教育の充実に資する事業に関すること。 

 

（育英資金の種類） 

第２条の３ 前条第１号に定める育英資金の種類は、奨学資金貸付金及び入

洞爺湖町育英資金の基金条例 

 

（設置目的） 

第１条 この条例は、勤勉な学生、生徒にして経済的理由により就学困難な

る者及びその保護者に対して育英資金の基金（以下「育英基金」という。）

を設置し、育英資金の貸付け及び給付を行い、もって有能なる人材を育成

することを目的とする。 

 

 

（積立て） 

第２条 育英基金  として積み立てる額は、予算で定める額とする。 

２ 育英基金  の目的に沿った寄附があったときは、この基金に積み立て

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（育英資金の種類） 

第２条の２          育英資金の種類は、学資金    及び入
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学時一時金貸付金並びに入学時給付金とする。 

 

（育英資金の貸付対象） 

第３条 奨学資金貸付金は、次の各号のいずれにも該当する国内の高等学

校、中等教育学校（後期課程に限る。以下同じ。）、高等専門学校、専 

修学校（専門課程に限る。以下同じ。）及び大学（短期大学を含む。以下

同じ。）に在学する者に対して貸付けする。 

⑴～⑸ 略 

２ 入学時一時金貸付金は、次の各号いずれにも該当する者で、かつ、前項

に定める学校及び大学に入学を許可された者の保護者に対して貸付けす

る。 

⑴～⑶ 略 

 

（育英資金の給付対象） 

第３条の２ 入学時給付金は、次の各号いずれにも該当する者で、かつ、前

条第１項に定める学校及び大学に入学を許可された者に対して給付する。 

⑴～⑷ 略 

 

（育英資金の貸付及び給付の金額） 

第４条 略 

 

（育英資金の貸付及び給付の条件） 

第５条 育英資金の貸付及び給付の条件は、次の各号に定めるところによ

る。 

学時一時金の貸付け並びに入学時給付金とする。 

 

（     貸付対象） 

第３条 学資金    は、次の各号のいずれにも該当する国内の高等学

校、中等教育学校（後期課程に限る。以下同じ。）、高等専門学校、専 

修学校（専門課程に限る。以下同じ。）及び大学（短期大学を含む。以下

同じ。）に在学する者に対して貸付けする。 

⑴～⑸ 略 

２ 入学時一時金   は、次の各号いずれにも該当する者で、かつ、前項

に定める学校及び大学に入学を許可された者の保護者に対して貸付けす

る。 

⑴～⑶ 略 

 

（     給付対象） 

第３条の２ 入学時給付金は、次の各号いずれにも該当する者で、かつ、前

条第１項に定める学校及び大学に入学を許可された者に対して給付する。 

⑴～⑷ 略 

 

（     貸付及び給付の金額） 

第４条 育英資金の貸付及び給付の金額は、別表のとおりとする。 

 

（     貸付及び給付の条件） 

第５条 育英資金の貸付及び給付の条件は、次の各号に定めるところによ

る。 
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 ⑴ 略 

⑵ 奨学資金貸付金の貸付期間 在学する学校の正規通常修学期間以内 

⑶ 入学時一時金貸付金の貸付及び入学時給付金の給付時期 入学する

月の前月 

 

 （奨学資金貸付金及び入学時一時金貸付金の返還猶予及び減額返還） 

第６条 奨学資金貸付金及び入学一時金貸付金の借受者であった者が、次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該貸付金の返還猶予又は減額返還を

することができる。 

⑴ 災害又は疾病によって返還が困難となったとき。 

⑵ 高等学校、大学又はこれと同程度の学校に在学するとき。 

⑶ その他、やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。 

２ 返還猶予の期間は、前項第２号にあっては、その在学期間、同項第１号

及び第３号にあっては１年以内とし、さらにその事由が継続するときは１

年以内の延長をすることができる。ただし、その場合は、原則として４年

までを限度とする。 

３ 減額返還の期間は１年以内とし、さらにその事由が継続するときは、１

年以内の延長をすることができる。ただし、その場合は正規の返還期間の

２倍の期間までを限度とする。 

４ 減額返還は、返還すべきその月の返還金の２分の１（１円未満切り捨て）

の額とする。 

 

（返還を怠った場合の措置） 

第７条 正当の理由がなくして、奨学資金貸付金及び入学時一時金貸付金の

⑴ 略 

⑵ 学資金    の貸付期間 在学する学校の正規通常修学期間以内 

⑶ 入学時一時金   の貸付及び入学時給付金の給付時期 入学する

月の前月 
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返還を怠ったときは、当該未納額に、その納期限の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、洞爺湖町税外諸収入金の徴収に関する条例（平成１

８年洞爺湖町条例第４７号）第３条に規定する割合を乗じて計算した額の

延滞金を徴収する。 

 

 （奨学資金貸付金及び入学時一時金貸付金の返還の免除） 

第８条 教育委員会は、奨学資金貸付金及び入学時一時金貸付金の借受者で

あった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人又は遺族

並びに借受者等の申請により、当該貸付金の返還未済額の全部又は一部の

返還を免除することができる。 

⑴ 借受者であった者が、当該貸付金の返還完了前に死亡したとき。 

⑵ 借受者であった者が、当該貸付金の返還完了前に重度の心身障がい者

となったとき。 

⑶ 借受者であった者が、その他特別な事由により当該貸付金の返還が、

著しく困難であると認められるとき。 

 

 （奨学資金貸付金の返還の免除の特例） 

第９条 奨学資金貸付金の返還金の免除にあっては、前条に定めるもののほ

か、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、借受者であった者等の申

請により、当該貸付金の返還未済額の一部の返還を免除することができ

る。 

⑴ 奨学資金貸付金の返還期間中において、借受者本人の収入が２ 

５０万円以下であること、又はその見込みであること。 

⑵ 奨学資金貸付金の返還期間中において、借受者本人が非正規雇用（有
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期労働契約である嘱託職員、契約職員、臨時職員、派遣職員、パートタ

イマー、アルバイト等と呼ばれる従業員の雇用形態など、正規職員以外

の有期雇用である者をいう。）である者、又はその見込みである者２ 

前項各号に該当する場合にあっては、返還すべきその月の返還金の２分

の１（１円未満切り捨て）の額を免除するものとする。 

 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

別表（第４条関係） 
 

区分 

育英資金の種類 

奨学資金貸付金 

（月額） 

入学時一時金 

貸付金 
入学時給付金 

高等学校及び中等

教育学校（国公立） 

１２，０００円 

以内 

２００，０００円

以内 

８０，０００円 

高等学校及び中等

教育学校（私立） 

１２，０００円 

以内 

３００，０００円

以内 

８０，０００円 

高等専門学校 １５，０００円 

以内 

３００，０００円

以内 

８０，０００円 

専修学校及び大学 ２１，０００円 

以内 

５００，０００円

以内 

１５０，０００円 

 

 

 

 

 

 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

別表（第４条関係） 

 
 

区分 

育英資金の種類 

学資金（月額） 入学時一時金 入学時給付金 

高等学校及び中等

教育学校（国公立） 

１０，０００円 

以内 

２００，０００円

以内 

５０，０００円 

高等学校及び中等

教育学校（私立） 

１０，０００円 

以内 

３００，０００円 

以内 

５０，０００円 

高等専門学校 １３，０００円 

以内 

３００，０００円

以内 

５０，０００円 

専修学校及び大学 １８，０００円 

以内 

５００，０００円

以内 

１００，０００円 
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洞爺湖町公告式条例新旧対照表（第１条関係） 

改   正   案 現       行 

別表（第２条関係） 

名称 所在地 

洞爺湖町役場掲示場 略 

洞爺総合支所掲示場 虻田郡洞爺湖町洞爺町１３５番地１ 
 

別表（第２条関係） 

名称 所在地 

洞爺湖町役場掲示場 略 

洞爺総合支所掲示場 虻田郡洞爺湖町洞爺町１３２番地 
 

 

洞爺湖町出張所設置条例新旧対照表（第２条関係） 

改   正   案 現       行 

（出張所の名称、位置及び所管区域） 

第２条 出張所の名称及び所管区域は、次のとおりとする。 

名称 位置 所管区域 

洞爺湖町洞爺湖温泉支

所 

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４２

番地１３０ 

洞爺湖温泉 

月浦 花和 
 

（出張所の名称、位置及び所管区域） 

第２条 出張所の名称及び所管区域は、次のとおりとする。 

名称 位置 所管区域 

洞爺湖町洞爺湖温泉支

所 

虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４２

番地１４０ 

洞爺湖温泉 

月浦 花和 
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洞爺湖町学校給食センター条例新旧対照表（第３条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） 

第２条 略 

２ 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

洞爺湖町学校給食センター 虻田郡洞爺湖町泉４３番地１５ 

３ 学校給食センターに虻田給食センター及び洞爺給食センター（以

下「給食センター」という。）を置き、その名称及び位置は、次の

とおりとする。 

名称 位置 

虻田給食センター 虻田郡洞爺湖町泉４３番地１５ 

洞爺給食センター 略 
 

（名称及び位置） 

第２条 略 

２ 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

洞爺湖町学校給食センター 虻田郡洞爺湖町泉５２番地２ 

３ 学校給食センターに虻田給食センター及び洞爺給食センター（以

下「給食センター」という。）を置き、その名称及び位置は、次の

とおりとする。 

名称 位置 

虻田給食センター 虻田郡洞爺湖町泉５２番地２ 

洞爺給食センター 略 
 

 

洞爺湖町立読書の家条例新旧対照表（第４条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） 

第２条 洞爺湖町立読書の家の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

あぶた読書の家 虻田郡洞爺湖町栄町６３番地１ 

みずうみ読書の家 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４２番地１３０ 
 

（名称及び位置） 

第２条 洞爺湖町立読書の家の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

あぶた読書の家 虻田郡洞爺湖町栄町６３番地 

みずうみ読書の家 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４２番地１４０ 
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洞爺湖町体育施設条例新旧対照表（第５条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） 

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

あぶた体育館 虻田郡洞爺湖町高砂町１８番地２ 

洞爺湖町プール 略 

虻田テニスコート 虻田郡洞爺湖町高砂町４４番地４１ 
 

（名称及び位置） 

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

あぶた体育館 虻田郡洞爺湖町高砂町１８番地 

洞爺湖町プール 略 

虻田テニスコート 虻田郡洞爺湖町高砂町４４番地２ 
 

 

洞爺湖町文化財施設条例新旧対照表（第６条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） 

第２条 文化財施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

入江・高砂貝塚館 虻田郡洞爺湖町高砂町４４番地４１ 

入江・高砂貝塚公園 略 

虻田郷土資料館 虻田郡洞爺湖町高砂町４４番地４１ 
 

（名称及び位置） 

第２条 文化財施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

入江・高砂貝塚館 虻田郡洞爺湖町高砂町４４番地 

入江・高砂貝塚公園 略 

虻田郷土資料館 虻田郡洞爺湖町高砂町４４番地 
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洞爺湖町生活館条例新旧対照表（第７条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） 

第２条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

本町生活館 虻田郡洞爺湖町本町１番地１ 
 

（名称及び位置） 

第２条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

本町生活館 虻田郡洞爺湖町本町１番地 
 

 

洞爺湖町集会所条例新旧対照表（第８条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） 

第２条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

とうや湖コミュニティセンター 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４２番地

１５７ 

花和集会所 虻田郡洞爺湖町花和１７１番地２ 

略 略 

入江集会所 虻田郡洞爺湖町入江１７５番地７１ 

泉集会所 虻田郡洞爺湖町入江２２４番地８ 

略 略 

入江４区集会所 虻田郡洞爺湖町入江１９０番地３７５ 

清水集会所 虻田郡洞爺湖町清水６０番地３ 

あぶたコミュニティセンター 虻田郡洞爺湖町高砂町３７番地３ 

泉公園通り集会所 虻田郡洞爺湖町泉２３番地５ 

略 略 
 

（名称及び位置） 

第２条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

とうや湖コミュニティセンター 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４２番地

１５５ 

花和集会所 虻田郡洞爺湖町花和１６９番地２ 

略 略 

入江集会所 虻田郡洞爺湖町入江１７５番地２１ 

泉集会所 虻田郡洞爺湖町入江２２４番地 

略 略 

入江４区集会所 虻田郡洞爺湖町入江１９０番地３２ 

清水集会所 虻田郡洞爺湖町清水６０番地 

あぶたコミュニティセンター 虻田郡洞爺湖町高砂町３７番地 

泉公園通り集会所 虻田郡洞爺湖町泉２３番地 

略 略 
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洞爺湖町保育所条例新旧対照表（第９条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） 

第２条 前条により設置する保育所の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名称 位置 

本町保育所 虻田郡洞爺湖町本町４２番地１ 

桜ヶ丘保育所 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１９０番地８ 

入江保育所 虻田郡洞爺湖町入江１９０番地２９０ 

洞爺保育所 略 
 

（名称及び位置） 

第２条 前条により設置する保育所の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名称 位置 

本町保育所 虻田郡洞爺湖町本町４２番地 

桜ヶ丘保育所 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１９０番地 

入江保育所 虻田郡洞爺湖町入江１９０番地３１ 

洞爺保育所 略 
 

 

洞爺湖町チビッ子広場条例新旧対照表（第１０条関係） 

改   正   案 現       行 

別表（第２条関係） 

名称 位置 

高砂チビッ子広場 略 

青葉台チビッ子広場 略 

でんでんチビッ子広場 虻田郡洞爺湖町本町２０４番地３ 
 

別表（第２条関係） 

名称 位置 

高砂チビッ子広場 略 

青葉台チビッ子広場 略 

でんでんチビッ子広場 虻田郡洞爺湖町本町２０４番地 
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洞爺湖町霊園条例新旧対照表（第１１条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

三豊霊園 虻田郡洞爺湖町三豊１０番地４ 

洞爺湖温泉霊園 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１９７番地１５ 

観湖台霊園 虻田郡洞爺湖町香川２５番地１ 

洞爺共同墓地 略 

成香共同墓地 虻田郡洞爺湖町旭浦９５番地１ 

香川共同墓地 虻田郡洞爺湖町洞爺町３６３番地１ 

岩屋共同墓地 虻田郡洞爺湖町岩屋２番地 
 

名称 位置 

三豊霊園 虻田郡洞爺湖町三豊１０番地 

洞爺湖温泉霊園 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１９７番地 

観湖台霊園 虻田郡洞爺湖町香川２５番地 

洞爺共同墓地 略 

成香共同墓地 虻田郡洞爺湖町旭浦９５番地 

香川共同墓地 虻田郡洞爺湖町洞爺町３６３番地 

岩屋共同墓地 虻田郡洞爺湖町岩屋１４番地 
 

 

洞爺湖町火葬場条例新旧対照表（第１２条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

洞爺湖町虻田火葬場 虻田郡洞爺湖町清水２３４番地１６ 
 

名称 位置 

洞爺湖町虻田火葬場 虻田郡洞爺湖町清水２３４番地６ 
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洞爺水の駅設置条例新旧対照表（第１３条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

洞爺水の駅 虻田郡洞爺湖町洞爺町１００番地１ 
 

名称 位置 

洞爺水の駅 虻田郡洞爺湖町洞爺町１００番地 
 

 

洞爺湖町公園条例新旧対照表（第１４条関係） 

改   正   案 現       行 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

イ 都市公園 イ 都市公園 

略 
 

略 
 

ロ その他の公園 ロ その他の公園 

公園名 位置 面積 

略 略 略 

洞爺湖水広場 虻田郡洞爺湖町洞爺町９６番地３ ０．３４ヘクタール 

略 略 略 
 

公園名 位置 面積 

略 略 略 

洞爺湖水広場 虻田郡洞爺湖町洞爺町９６番地 ０．３４ヘクタール 

略 略 略 
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洞爺湖町特定公共賃貸住宅条例新旧対照表（第１５条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 特公賃住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 特公賃住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

洞爺ホープ２１ 虻田郡洞爺湖町洞爺町４００番地３２ 
 

名称 位置 

洞爺ホープ２１ 虻田郡洞爺湖町洞爺町４００番地２ 
 

 

洞爺湖町駅交流センター条例新旧対照表（第１６条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） 

第２条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

駅交流センター 虻田郡洞爺湖町旭町１９番地１０ 
 

（名称及び位置） 

第２条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

駅交流センター 虻田郡洞爺湖町旭町１９番地１１ 
 

 

洞爺湖町洞爺いこいの家条例新旧対照表（第１７条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） 

第２条 いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（名称及び位置） 

第２条 いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

洞爺いこいの家 虻田郡洞爺湖町洞爺町１９９番地１ 
 

名称 位置 

洞爺いこいの家 虻田郡洞爺湖町洞爺町１９９番地 
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洞爺湖文化センター条例新旧対照表（第１８条関係） 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

洞爺湖文化センター 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４２番地１３１ 
 

名称 位置 

洞爺湖文化センター 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉１４２番地１３０ 
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洞爺湖町社会教育施設条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（名称及び位置） 

第２条 社会教育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

虻田ふれ合いセンター 虻田郡洞爺湖町本町５８番地３ 

あぶた母と子の館 虻田郡洞爺湖町高砂町４４番地４１ 

洞爺総合センター 虻田郡洞爺湖町洞爺町１３２番地１ 
 

（名称及び位置） 

第２条 社会教育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

虻田ふれ合いセンター 虻田郡洞爺湖町本町５８番地３ 

あぶた母と子の館 虻田郡洞爺湖町高砂町４４番地２ 

洞爺湖町文化交流会館 虻田郡洞爺湖町本町１番地１ 

洞爺総合センター 虻田郡洞爺湖町洞爺町１３２番地 
 

 

-15-



 

洞爺湖町国民健康保険条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

   附 則 

１～５ 略 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

６ 給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定

する給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をい

う。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている被保険者が療養のため労

務に服することができないとき（新型コロナウイルス感染症（病原体が

ベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新

たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）に感染

したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑われるときに限る。）は、

その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過し

た日から労務に服することができない期間のうち労務につくことを予

定していた日について、傷病手当金を支給する。 

７～１１ 略 

 

  附 則 

１～５ 略 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

６ 給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定

する給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をい

う。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている被保険者が療養のため労

務に服することができないとき、（新型インフルエンザ等対策特別措置

法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウ

イルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑わ

れるときに限る。）は、その労務に服することができなくなった日から

起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間のう

ち労務につくことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

 

 

７～１１ 略 
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洞爺湖町介護保険条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（保険料率） 

第５条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率

は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各

号に定める額とする。 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）

第３９条第１項第１号に掲げる者 ３６，０００円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４５，４００円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５４，０００円 

⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５９，８００円 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７２，０００円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ９０，０００円 

ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９

２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合

計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計金額が零を下回る場合には、零とす

る。以下同じ。）が１２０万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 略 

⑺ 次のいずれかに該当する者 ９３，６００円 

ア 合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

（保険料率） 

第５条 平成３０年度から令和２年度までの各年度における保険料率

は次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号

に定める額とする。 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）

第３９条第１項第１号に掲げる者 ２７，０００円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３４，０００円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４０，５００円 

⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ４４，８００円 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５４，０００円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ６７，５００円 

ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９

２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３

６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２

２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。

以下この項において同じ。）が１２０万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 略 

 

⑺ 次のいずれかに該当する者 ７０，２００円 

ア 合計所得金額が１２０万円以上２００万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 
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イ 略 

⑻ 次のいずれかに該当する者 １１０，２００円 

ア 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 略 

⑼ 前各号のいずれにも該当しない者 １２２，４００円 

２ 略 

３ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、同

号の規定にかかわらず、２１，６００円とする。 

４ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度における

保険料率について準用する。この場合において、前項中「２１，６００

円」とあるのは、「３６，０００円」と読み替えるものとする。 

５ 第３項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度におけ

る保険料率について準用する。この場合において、第３項中「２１，６

００円」とあるのは、「５０，４００円」と読み替えるものとする。 

イ 略 

⑻ 次のいずれかに該当する者 ８２，６００円 

ア 合計所得金額が２００万円以上３００万円未満である者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 略 

⑼ 前各号のいずれにも該当しない者 ９１，８００円 

２ 略 

３ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和２年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、１６，

２００円とする。 

４ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る令和２年度における保険料率について準用する。こ

の場合において、前項中「１６，２００円」とあるのは、「２７，００

０円」と読み替えるものとする。 

５ 第３項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る令和２年度における保険料率について準用する。

この場合において、第３項中「１６，２００円」とあるのは、「３７，

８００円」と読み替えるものとする。 
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洞爺湖町森林博物館条例新旧対照表 

改   正   案 現       行 

 

洞爺湖町中島・湖の森博物館条例 

 

（設置及び目的） 

第１条 洞爺湖と有珠山及び自然科学に関する資料の収集、保存及び

公開を図るとともに、観光資源として活用する目的をもって、洞爺

湖町中島・湖の森博物館（以下「博物館」という。）を設置する。 

 

 （名称及び位置） 

第２条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

中島・湖の森博物館 有珠郡壮瞥町字中島２４１８林班国有林内 

 

 （博物館の業務） 

第４条 博物館は、第１条の目的を達成するため、次に揚げる業務を

行うこととする。 

⑴ 博物館の利用の許可に関する業務 

⑵ 自然科学に関する資料の収集に関する業務 

⑶ 博物館及び設備並びに園地の維持管理に関する業務 

⑷ 施設内における飲食等の販売に関する業務 

⑸ その他博物館の運営に関し、必要な業務 

 

 

洞爺湖町森林博物館条例 

 

（設置及び目的） 

第１条 洞爺湖と有珠山及び自然科学に関する資料の収集、保存及び

公開を図るとともに、観光資源として活用する目的をもって、洞爺

湖町森林博物館（以下「博物館」という。）を設置する。 

 

 （名称及び位置） 

第２条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

洞爺湖森林博物館 有珠郡壮瞥町字中島事業区４１８班国有林内 

 

 （博物館の業務） 

第４条 博物館は、第１条の目的を達成するため、次に揚げる業務を

行うこととする。 

⑴ 博物館の利用の許可に関する業務 

⑵ 自然科学に関する資料の収集に関する業務 

⑶ 博物館及び設備並びに園地の維持管理に関する業務 

 

⑷ その他博物館の運営に関し、必要な業務 
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